
工事費内訳書について 

 

 

建設工事における適正な労務費の確保等のため「公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（入契法）」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、以下の経

費を記載することが義務付けられました。 

 

 

※材料費及び労務費には、工場製作等の直接工事費に含まれないものは対象外となります。 

 

 経費 経費の考え方

 材料費 ・主要な材料費は必須項目とし、雑材料や建設機械に使用される燃料

費については、任意項目とする 

・直接工事費の内数として記載する

 労務費 ・積み上げ可能な方式で積算した労務費を計上し、市場単価方式や標 

準単価方式（その他の物価本掲載価格も含む）で積算した労務費は

計上しなくて良い 

・直接工事費の内数として記載する

 法定福利費の 

事業主負担額

・現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保

険料含む）及び厚生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）の法定

の事業主負担額 

・現場管理費の内数として記載する

 建退共制度の 

掛金

・建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合

は、必要金額の記載を行う 

・「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」の「掛金納付の考え方に

ついて」を参考に計上し、建退共制度以外の退職金制度の場合は

「―」を記載する 

・現場管理費の内数として記載する

 安全衛生経費 ・労働安全衛生法令等に基づく建設工事従事者の安全及び健康の確

保に関する経費（※別紙参照） 

・工事原価の内数として記載する



別紙 

 

「安全衛生経費」の考え方 


